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本ニューズレター及び弁護士法人ALGからのリーガルサービスに関する情報（セミナー情報、法律相談に関する情報等を含みます。）をご希望される方は次のメー
ルアドレスに会社名、業種、氏名、役職、部署、電話番号及び配信希望先メールアドレスを記入したメールをお送りください。
弁護士法人 ALG は、本ニューズレター配信のために取得した個人情報について、弁護士法人 ALG からの各種ニューズレターの送信並びに各種リーガルサービ
スの紹介及び提供を行うために必要な範囲で利用させて頂きます。
なお、当該情報送信は、予告なく変更及び中止される場合があることをご了承ください。
■ 配信希望メールアドレス roumu＠avance-lg.com

本ニューズレターは、具体的な案件についての法的助言を行うものではなく、一般的な情報提供を目的とするものです。
本ニューズレターに関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

（東京弁護士会所属）
東京法律事務所 〒163-1128  東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー 28F　　【連絡先】 TEL.03-4577-0757　FAX.03-5909-2454

各法律事務所 宇都宮・埼玉・千葉・横浜・名古屋・大阪・神戸・姫路・福岡・バンコク（タイ）
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執筆弁護士

企業法務及び労働法務全般企業法務及び労働法務全般

Isao Ienaga
執行役員・弁護士　家永 勲

（名古屋法律事務所所属）

本事例から見る実務における留意事項Ⅳ

１　労基法３２条の２は、労使協定または就業規則等により、変形期間を１か月以内とし、変形期間を平均して１週間あたりの労働時

　間が４０時間を超えない範囲内で、変形期間における各日、各週の所定労働時間を特定することを要件に、１か月単位の変形労働時

　間制を採用できることとしています。

　　労基法が定める要件を全て満たしていなければ１か月単位の変形労働時間制は適用されず、労基法３２条１項により、１週４０時

　間を超える部分は全て時間外労働に該当し、割増賃金の支払いが必要となりますので注意が必要です。

　　実務的には、各日、各週の労働時間を全て就業規則等で定めておくことは現実的に困難です。そこで、行政通達（昭６３・３・１

　４基発１５０号）において、「業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、就業規則において各直勤務の始業終

　業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定めておき、それにしたがって各日ごとの勤務割は、

　変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りる」とされています。１か月単位の変形労働時間制を採用している企業は、こ

　の行政通達を参照して、変形期間の開始前までに、その期間の勤務割表を周知しているのが通常です。

　　本判決の事例では、あらかじめ３０時間を追加したシフトとしていたことから変形労働時間性の適用が否定されました。なお、変

　形労働時間制だからといって、時間外労働が一切許されないというわけではありません。あらかじめ定めた勤務割表を超えて労働す

　る必要があったときには、当該超えた時間などが時間外労働になるのであって、時間外労働をしたことを理由に変形労働時間制が適

　用できなくなるわけではありません。

２　本件合意について、本判決は労基法１６条違反であり無効であるとしています。本件のような研修費用等の返還合意は、企業にお

　いて広く行われていますが、社員留学制度を利用し帰国した２年３か月後に退職した被告に対する留学費用返還請求について、労基

　法１６条違反には該当しないとして、会社の請求が認められたというケースもあります。

　　裁判例の傾向からは、研修・留学が事実上強制されたものであったり、汎用性が低い内容である場合には、労基法１６条違反とし

　て費用の返還合意は無効であるとの判断がなされる可能性が高く、汎用性が高い海外の大学への留学などで、あらかじめ留学費用の

　負担が貸付であることや免除の条件が明確にされている方が有効になりやすいと考えられます。

Shunta Ishihara
弁護士　石原 俊太

　３０時間が加算されて定められていました。そのため、１か月の平均労働時間が１週間あたり４０時間以内でなければならないと   

　する法の定めを満たさず、Ｙ社の定める変形労働時間制は無効であると判断しました。

２　セミナー受講料について

　　本件セミナーの受講については、Ｘが上司から正社員になるための要件であるため受講するよう言われており、受講に合わせてシ

　フトを変更していたことからすると、事実上強制されていたものであるといえるため、たとえ事前のメールで「自由参加です」と案

　内されていたとしても、労働時間と認められ、その受講料等は本来的にＹ社が負担すべきものと考えられること、その内容に汎用性

　を見出し難いから他の職に移ったとしても本件セミナーでの経験を活かせるとまでは考えられず、セミナー受講料等についての合意

　（以下、「本件合意」といいます。）は従業員の雇用契約から離れる自由を制限するものと言わざるを得ないことなどから、本件合意は、

　実質的に労基法１６条にいう違約金の定めであるというべきであり、無効であると判断しました。そのため、Ｙ社の請求は認められ

　ませんでした。

厚労省からの通達や最高裁の判例を掲載していますので、是非ご覧ください。


